
 - 1 - 

公    示 

 

（令和８年度三国川ダム愛護啓発活動等委託） 

 

次のとおり公示します。 

 

令和８年５月１４日 

北陸地方整備局 

三国川ダム管理所長 村田 文人 

 

１．委託概要 

(1) 委 託 名  令和８年度三国川ダム愛護啓発活動等委託 

(2) 委託内容  本委託は、三国川ダムにおける市民参加イベントとしてダム見学会を

企画運営することと三国川ダムの景観美化活動により、ダム愛護、防

災に関する啓発・広報を図るものである。 

(3) 委託場所  三国川ダム管理所管内 

(4) 委託期間  契約締結の翌日から令和８年１１月３０日 

(5) そ の 他    本委託は、河川法第９９条に基づき、河川協力団体、一般財団法人 

         又は一般社団法人（以下、「河川協力団体等」という。）に委託するも 

                 のである。 

 

２．委託先となる河川協力団体等の要件 

申請資料を提出しようとする河川協力団体等は、以下の要件を満たしているものとす

る。 

(1) 河川協力団体、一般社団法人又は一般財団法人であること。 

(2) 一般社団法人、一般財団法人については、河川法第９９条第１項に規定する事項

を適正かつ確実に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者であるこ

と。 

(3) 当該委託内容に関する活動実績及び活動実施体制があること。 

(4) 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとし

て、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者で

ないこと。 

(5) 申請資料を提出し、要件を満たしていることを証明した者であること。 

(6) 説明書の交付を直接受けた者であること。 

                                                                               

３．委託先の選定 

申請資料をもとに審査を行い、委託先を選定するものとする。 

(1) 上記２．に規定する要件及び河川協力団体にあっては指定の有無、一般社団法人、

一般財団法人にあっては、河川協力団体指定準則第４（一、四、五、七）に規定
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する内容を審査する。 

(2) (1)に規定する審査を行った結果、委託先として適切と判断された河川協力団体

等については、説明書に規定する活動実績及び活動実施体制について、採点を行

う。 

(3) 審査及び採点の結果、複数の河川協力団体等が選定された場合には、選定された

団体数に応じて委託場所を分割し委託する。 

 

４．手続き等 

(1) 担当部局 

〒９４９－６７４１ 新潟県南魚沼市清水瀬６８６番地５９ 

国土交通省 北陸地方整備局 三国川ダム管理所 総務係 

電話 ０２５－７７４－３０１５ 

FAX  ０２５－７７４－３０９２ 

(2) 説明書の交付期間及び交付方法 

1)  交付期間：令和８年５月１４日（木）から令和８年５月２６日（火）までの土曜

日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで。 

2) 交付場所：国土交通省 北陸地方整備局 三国川ダム管理所 総務係 

〒９４９－６７４１ 新潟県南魚沼市清水瀬６８６番地５９ 

3) 交付方法：手渡しにより交付する。               

(3) 委託先選定のための申請資料の提出期間、場所及び方法 

1)  提出期間：令和８年５月１４日（木）から令和８年５月２７日（水）までの土曜

日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで。 

2) 提出場所：(2)2)と同じ。 

3) 提出方法：持参又は郵送等（郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のも

のに限る。提出期間内に必着。）により提出すること。 

 

５．その他 

(1) 委託費は実費相当額とし、委託先として選定された河川協力団体等と委託費に関す

る協議を行い、協議書の締結をもって委託するものとする。 

また、協議書の締結後に別途、契約担当官と委託先として選定された河川協力団

体等との間で委託契約を締結するものとする。 

(2) 提出された申請資料は返却しない。 

(3) 詳細は説明書による。 

 

以上 


